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青
森
県
告
示
第
五
百
十
一
号

平
成
九
年
八
月
四
日
青
森
県
告
示
第
五
百
三
十
四
号

(

公
印
の
印
影
を
印
刷
す
る
こ
と
が
で
き
る

文
書)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

第
五
十
一
号
を
第
五
十
二
号
と
し
、
第
十
九
号
か
ら
第
五
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第

十
八
号
中

｢

保
健
婦｣

を

｢

保
健
師｣

に
改
め
、
同
号
を
第
十
九
号
と
し
、
第
十
一
号
か
ら
第
十
七

号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
十
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

十
一

こ
ど
も
の
文
化
サ
ポ
ー
タ
ー

｢

あ
し
ゅ
ま
る
隊｣

の
認
定
証

青
森
県
告
示
第
五
百
十
二
号

地
方
自
治
法

(
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
長
か
ら
、
弘
前
市
の
字
の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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第
二
千
九
十
一
号

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

(

金
曜
日)



( )

右
の
字
の
区
域
の
変
更
は
、
平
成
十
四
年
十
月
二
十
六
日
か
ら
そ
の
効
力
を
生
ず
る
も
の
と
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

弘
前
市

大
字
松
森
町
三
の
一
の
一
部
、
三
の
三
の
一
部
、
三
の
五
の
一
部
、
三
の
六
、
大
字
大
町
二
丁
目

六
の
一
、
六
の
一
七
の
一
部
、
大
字
大
町
三
丁
目
六
の
五
の
一
部
、
六
の
六
の
一
部
、
六
の
二
四
の

一
部
、
一
六
の
三
の
一
部
、
一
六
の
四
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路

で
あ
る
国
有
地
の
一
部
を
大
字
土
手
町
に
編
入
す
る
。

大
字
土
手
町
二
二
六
の
一
の
一
部
、
二
二
六
の
二
の
一
部
、
二
二
七
の
一
の
一
部
、
二
二
七
の
二
、

二
二
七
の
三
の
一
部
、
大
字
大
町
二
丁
目
六
の
二
の
一
部
、
六
の
四
の
一
部
、
六
の
一
二
の
一
部
、

六
の
一
三
の
一
部
、
六
の
一
四
、
六
の
一
七
の
一
部
、
六
の
一
九
の
一
部
、
六
の
二
七
か
ら
六
の
二

九
ま
で
の
各
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
で
あ
る
国
有
地
の
一
部
を
大
字
松
森

町
に
編
入
す
る
。

大
字
表
町
一
の
三
一
の
一
部
、
二
の
四
八
の
一
部
、
二
の
四
九
の
一
部
、
二
の
五
五
の
一
部
、
二

の
五
六
、
二
の
五
七
の
一
部
、
二
の
五
八
、
二
の
五
九
の
一
部
、
五
の
一
か
ら
五
の
三
ま
で
の
各
一

部
、
五
の
二
〇
の
一
部
、
五
の
二
六
の
一
部
、
大
字
大
町
二
丁
目
一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
、
一
の

四
の
一
部
、
一
の
六
か
ら
一
の
八
ま
で
の
各
一
部
、
一
の
九
、
一
の
一
〇
の
一
部
、
一
の
一
一
、
一

の
一
二
、
一
の
一
三
の
一
部
、
一
の
一
四
の
一
部
、
一
の
一
五
、
一
の
一
六
か
ら
一
の
一
八
ま
で
の

各
一
部
、
一
の
一
九
、
一
の
二
〇
の
一
部
、
二
の
一
か
ら
二
の
一
〇
ま
で
の
各
一
部
、
二
の
一
一
か

ら
二
の
一
六
ま
で
、
二
の
一
七
の
一
部
、
二
の
一
八
か
ら
二
の
二
四
ま
で
、
二
の
二
五
の
一
部
、
三

の
八
の
一
部
、
三
の
一
七
か
ら
三
の
一
九
ま
で
の
各
一
部
、
七
の
一
か
ら
七
の
三
四
ま
で
、
八
の
一
、

八
の
二
、
八
の
三
の
一
部
、
八
の
九
か
ら
八
の
一
一
ま
で
、
九
の
一
か
ら
九
の
七
ま
で
、
九
の
八
の

一
部
、
九
の
一
六
か
ら
九
の
二
二
ま
で
、
九
の
二
三
の
一
部
、
九
の
二
七
、
九
の
二
八
の
一
部
、
九

の
二
九
か
ら
九
の
三
二
ま
で
、
九
の
三
三
の
一
部
、
九
の
三
四
の
一
部
、
九
の
三
九
及
び
こ
れ
ら
の

区
域
に
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
大
町
一
丁
目
に
編
入
す
る
。

大
字
大
町
三
丁
目
四
の
二
一
の
一
部
、
五
の
四
一
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る

道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
大
町
二
丁
目
に
編
入
す
る
。

大
字
土
手
町
一
八
一
の
一
の
一
部
、
一
八
一
の
二
の
一
部
、
一
八
四
の
三
の
一
部
、
一
八
六
の
三

の
一
部
、
一
八
八
の
一
の
一
部
、
一
九
〇
の
一
の
一
部
、
一
九
二
の
一
の
一
部
、
一
九
五
の
一
の
一

部
、
一
九
六
の
三
の
一
部
、
一
九
九
の
四
の
一
部
、
二
〇
一
の
一
の
一
部
、
二
〇
二
の
一
の
一
部
、

二
〇
五
の
一
の
一
部
、
大
字
大
町
二
丁
目
二
の
八
か
ら
二
の
一
〇
ま
で
の
各
一
部
、
三
の
一
か
ら
三

の
七
ま
で
の
各
一
部
、
三
の
二
四
か
ら
三
の
二
六
ま
で
の
各
一
部
、
三
の
二
九
の
一
部
、
四
の
一
か

ら
四
の
五
ま
で
の
各
一
部
、
五
の
八
か
ら
五
の
一
〇
ま
で
の
各
一
部
、
五
の
一
一
、
六
の
一
六
の
一

部
、
六
の
一
七
の
一
部
、
大
字
駅
前
三
丁
目
一
三
の
一
四
、
一
八
の
七
の
一
部
、
一
八
の
九
の
一
部

及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
道
路
、
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
大
町
三
丁
目
に

編
入
す
る
。

大
字
表
町
一
の
一
六
、
一
の
一
七
の
一
部
、
一
の
二
三
、
一
の
二
六
、
一
の
三
〇
、
一
の
三
五
、

一
の
三
八
、
一
の
三
九
、
一
の
四
〇
の
一
部
、
二
の
一
、
二
の
二
の
一
部
、
二
の
五
六
の
一
部
、
二

の
五
七
の
一
部
、
二
の
六
二
、
二
の
六
三
、
大
字
大
町
一
丁
目
一
の
一
、
一
の
二
か
ら
一
の
一
二
ま

で
の
各
一
部
、
一
の
二
五
、
一
の
二
六
の
一
部
、
二
の
一
か
ら
二
の
六
ま
で
の
各
一
部
、
二
の
一
五

の
一
部
、
二
の
一
八
の
一
部
、
二
の
一
九
、
大
字
大
町
二
丁
目
一
の
一
の
一
部
、
一
の
四
の
一
部
、

一
の
五
、
一
の
六
か
ら
一
の
八
ま
で
の
各
一
部
、
一
の
一
〇
の
一
部
、
一
の
一
三
の
一
部
、
一
の
一

四
の
一
部
、
一
の
一
六
か
ら
一
の
一
八
ま
で
の
各
一
部
、
一
の
二
〇
の
一
部
、
二
の
一
か
ら
二
の
八

ま
で
の
各
一
部
、
二
の
二
五
の
一
部
、
大
字
大
町
三
丁
目
一
の
一
か
ら
一
の
二
〇
ま
で
、
二
の
一
か

ら
二
の
二
五
ま
で
、
三
の
一
の
一
部
、
三
の
二
の
一
部
、
三
の
八
、
三
の
九
、
四
の
一
五
の
一
部
、

七
の
一
か
ら
七
の
四
ま
で
、
七
の
八
、
七
の
一
三
か
ら
七
の
四
四
ま
で
、
八
の
一
、
八
の
二
、
八
の

四
か
ら
八
の
七
ま
で
、
八
の
一
〇
の
一
部
、
八
の
一
二
、
八
の
一
三
、
八
の
一
五
の
一
部
、
八
の
一

六
、
八
の
一
七
の
一
部
、
八
の
一
八
か
ら
八
の
二
九
ま
で
、
八
の
三
〇
か
ら
八
の
三
二
ま
で
の
各
一

部
、
八
の
三
七
、
八
の
三
八
、
八
の
三
九
か
ら
八
の
四
二
ま
で
の
各
一
部
、
八
の
四
五
、
八
の
四
六
、

九
の
一
か
ら
九
の
五
ま
で
、
九
の
六
か
ら
九
の
八
ま
で
の
各
一
部
、
九
の
一
一
の
一
部
、
九
の
一
二

の
一
部
、
九
の
一
三
か
ら
九
の
一
六
ま
で
、
一
二
の
一
か
ら
一
二
の
三
ま
で
の
各
一
部
、
大
字
駅
前

一
丁
目
一
の
一
の
一
部
、
一
の
二
四
の
一
部
、
大
字
駅
前
三
丁
目
一
の
二
五
の
一
部
、
一
の
二
七
の

一
部
、
一
の
二
九
の
一
部
、
三
の
一
一
、
八
の
三
の
一
部
、
八
の
四
の
一
部
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に

介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
部
を
大
字
駅
前
町
に
編
入
す
る
。

大
字
表
町
一
の
一
七
の
一
部
、
一
の
二
〇
、
一
の
二
七
か
ら
一
の
二
九
ま
で
、
一
の
三
六
、
一
の

三
七
、
一
の
四
〇
の
一
部
、
大
字
駅
前
町
一
一
の
三
の
一
部
、
一
一
の
四
の
一
部
、
一
一
の
七
か
ら

一
一
の
一
二
ま
で
の
各
一
部
、
一
一
の
一
三
か
ら
一
一
の
一
七
ま
で
、
一
一
の
一
九
か
ら
一
一
の
二

一
ま
で
、
一
一
の
二
四
の
一
部
、
一
一
の
二
九
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有

地
の
全
部
を
大
字
駅
前
一
丁
目
に
編
入
す
る
。

大
字
大
町
三
丁
目
九
の
六
か
ら
九
の
八
ま
で
の
各
一
部
、
一
〇
の
一
〇
の
一
部
、
一
〇
の
二
二
の

一
部
、
大
字
駅
前
町
四
の
一
の
一
部
、
四
の
七
か
ら
四
の
一
〇
ま
で
の
各
一
部
、
五
の
一
二
の
一
部
、

五
の
一
三
の
一
部
、
五
の
二
〇
の
一
部
、
五
の
二
一
の
一
部
、
五
の
二
三
の
一
部
、
九
の
六
の
一
部
、

九
の
一
九
の
一
部
、
一
一
の
二
六
及
び
こ
れ
ら
の
区
域
に
隣
接
介
在
す
る
水
路
で
あ
る
国
有
地
の
全
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部
を
大
字
駅
前
三
丁
目
に
編
入
す
る
。

青
森
県
告
示
第
五
百
十
三
号

平
成
十
四
年
保
育
士
試
験
の
合
格
者
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
の
で
、
青
森
県
保
育
士
試
験
規
則

(

昭
和
三
十
四
年
四
月
青
森
県
規
則
第
三
十
九
号)

第
七
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
五
百
十
四
号

漁
業
災
害
補
償
法

(

昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
五
十
八
号)

第
百
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ

り
次
の
発
起
人
が
求
め
た
次
の
区
域
及
び
区
分
に
係
る
特
定
第
二
号
漁
業
者
の
同
意
が
同
項
に
規
定

す
る
要
件
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
百
五
条
の
二
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
五
百
十
五
号

家
畜
伝
染
病
予
防
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
六
十
六
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

家
畜
伝
染
病
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青
森
県
告
示
第
五
百
十
六
号

次
の
と
お
り
森
林
を
保
安
林
に
指
定
す
る
予
定
で
あ
る
の
で
、
森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第

二
百
四
十
九
号)

第
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青 森 県 報平成14年10月25日 金曜日 第2091号3

受
験
番
号

氏

名

二
三
六

二
四
八

二
五
二

二
五
四

二
五
五

二
五
六

二
五
七

二
五
八

二
六
三

今

野

和
佳
子

成

田

貴

子

中

嶋

由
美
子

柿

崎

志

津

相

澤

真

弓

佐

藤

敬

金

木

奈

々

島

貫

瑞

穂

村

松

由
佳
子

二
六
五

二
六
六

二
六
七

二
六
八

二
七
一

二
七
二

二
七
三

二
七
四

二
七
七

二
七
九

�

西

美

樹

古

川

踊

子

道

見

奈
津
子

木

村

寿
美
枝

木

村

友

紀

下

川

知

里

藤

岡

恵

佐
々
木

愛

新

山

沙

綾

葛

西

知

春

発
起
人
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

区

域

区

分

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
驫
木
字
亀
ケ
崎
一
二
二
の

一

吉
田

貞
四

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
驫
木
字
亀
ケ
崎
一
〇
五
の

一

吉
田

正

大
戸
瀬
第
一
区
域

底
建
網
漁
業

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
二
四

六

小
野

文
秋

西
津
軽
郡
深
浦
町
大
字
北
金
ケ
沢
字
塩
見
形
二
三

七

吉
川

一
吉

大
戸
瀬
第
二
区
域

底
建
網
漁
業

家
畜
伝
染

病
の
種
類

家
畜
の

種

類

患
畜
、
疑
似

患
畜
の
別

頭
数

発
生
の
場
所
又
は
区
域

発

生

年
月
日

ヨ
ー
ネ
病

牛

患

畜

一

下
北
郡
東
通
村

平
成

��･

��･

�

一

上
北
郡
天
間
林
村

��･

��･

�



( )

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

北
津
軽
郡
市
浦
村
大
字
相
内
字
実
取
四
四
八
の
一
、
四
四
八
の
二
、
四
四
九
、
四
五
一
、
四
五

二
二

保
安
林
指
定
の
目
的

風
害
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

�

立
木
の
伐
採
の
方
法

１

主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

２

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係

る
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

３

間
伐
そ
の
他
特
別
の
場
合
の
伐
採
に
係
る
も
の
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

�

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(
｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
市
浦
村

役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

青
森
県
告
示
第
五
百
十
七
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
区
域
を
変
更
し
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

青 森 県 報平成14年10月25日 金曜日 第2091号 4

１ 図
面
番
号

国

道

道
路
の

種

類

三
三
八
号

路
線
名

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
奥
戸
上
道
四
七
の
四
五
か
ら

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
七
郎
平
一
〇
の
八
九
ま
で

変

更

の

区

間

後 前
変
更
の

前
後
別

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

二
二
・
四
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

一
〇
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル
か
ら

一
一
・
二
〇
メ
ー
ト
ル
ま
で

敷

地

の

幅

員

一
〇
五
・
四
二
メ
ー
ト
ル

一
〇
六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

敷

地

の

延

長

備
考

青
森
県
告
示
第
五
百
十
八
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
告
示
の
日
か
ら
平
成
十
四
年
十
一
月
二
十
四
日
ま
で
青
森
県
県
土
整

備
部
道
路
課
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

公

告

国
道
三
三
八
号

路

線

名

下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
奥
戸
上
道
四
七
の
四
五

か
ら
下
北
郡
大
間
町
大
字
大
間
字
七
郎
平
一
〇
の
八
九
ま

で

供

用

開

始

の

区

間

平
成
��･

��･

��

供
用
開
始

の

期

日



( )

換
地
処
分

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
弘

前
市
か
ら
弘
前
広
域
都
市
計
画
事
業
駅
前
地
区
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
区
の
換
地
処
分
を
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

換
地
処
分

土
地
区
画
整
理
法

(

昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号)

第
百
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
地

域
振
興
整
備
公
団
か
ら
八
戸
都
市
計
画
事
業
八
戸
新
都
市
土
地
区
画
整
理
事
業
施
行
地
区
の
換
地
処

分
を
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了

次
の
と
お
り
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
都
市
計
画
法

(
昭
和
四
十
三
年
法
律

第
百
号)

第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

出

先

機

関

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
告
示
第
二
十
五
号

建
築
基
準
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号)

第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
の
で
、
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則

(

昭
和
三
十
六
年
二

月
青
森
県
規
則
第
二
十
号)

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
青
森
県
県
土
整
備
部
建
築
住
宅
課
、
十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
及
び

六
戸
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

十
和
田
県
土
整
備
事
務
所
長

上

原

佳

三

公

安

委

員

会
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開
発
区
域

(

工
区)

に
含
ま
れ
る
地
域
の

名
称

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

(

名
称)

上
北
郡
百
石
町
字
新
田
五
五
の
二

八
戸
市
大
字
新
井
田
字
寺
沢
七
の
九熊
野
嘉
章

熊
野
静
子

上
北
郡
百
石
町
一
川
目
二
丁
目
六
五
の
七
三

八

八
戸
市
大
字
大
久
保
字
小
久
保
三
の
九
二
二

鈴
木
節
子

む
つ
市
赤
川
町
一
二
五
の
九
及
び
一
二
五
の

一
一
九
か
ら
一
二
五
の
一
三
六
ま
で

む
つ
市
柳
町
四
丁
目
一
二
の
五
七

有
限
会
社
大
滝
地
建

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
新
館
字
藤
巻
五
一
の

一
、
五
五
の
一
、
五
七
の
一
、
五
七
の
五
、

五
八
及
び
七
四

五
五
の
一
先

(

国
有
財
産)

字
東
山
四
の
一
か
ら
四
の
三
ま
で

南
津
軽
郡
平
賀
町
大
字
本
町
字
北
柳
田
二
三

の
八

津
軽
平
賀
農
業
協
同
組
合

中
津
軽
郡
岩
木
町
大
字
植
田
字
山
下
一
二
七

の
二
五
か
ら
一
二
七
の
三
〇
ま
で
及
び
一
二

七
の
六
〇

弘
前
市
大
字
城
東
二
丁
目
五
の
一
〇

有
限
会
社
北
日
本
管
理
保
証

北
津
軽
郡
鶴
田
町
大
字
境
字
里
見
一
〇
二
の

一

北
津
軽
郡
中
里
町
大
字
芦
野
字
堤
の
袖
一
四

八
の
七
五

株
式
会
社
上
野
建
設

位

置

延

長

幅

員

指
定
年
月
日

上
北
郡
六
戸
町
大
字
犬
落
瀬

字
柴
山
五
の
一

六
五
・
九
二
メ
ー
ト

ル

六
・
〇
〇
メ
ー
ト
ル

平
成��･

��･

��



( )

青
森
県
公
安
委
員
会
告
示
第
五
十
五
号

風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
二

号)
第
二
十
条
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
く
検
定
申
請
に
係
る
次
の
遊
技
機
の
型
式
に
つ
い
て
、
遊
技

機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
六
十
年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
四
号)

第

六
条
の
規
定
に
よ
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
と
認
め
た
の
で
、
同
規
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
告
示
す
る
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
公
安
委
員
会
委
員
長

橋

本

昭

一

収

用

委

員

会

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
通
知
を
受
け
る
べ
き
者
の
住
所
、
居
所
そ
の
他
通
知
す
べ
き
場
所
を

確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
土
地
収
用
法
施
行
令(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
に
よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
紙
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
八
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
紙
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遊
技
機
の
種
類

型

式

名

製
造
業
者
又
は
輸
入
業
者
名

ぱ
ち
ん
こ
遊
技
機

Ｃ
Ｒ
上
へ
ま
い
り
ま
ー
す

Ｄ
Ｘ

株
式
会
社
エ
ー
ス
電
研

〃

Ｃ
Ｒ
上
へ
ま
い
り
ま
ー
す

Ｆ
Ｘ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
爆
モ
ギ
く
だ
も
の
王
Ｚ

サ
ミ
ー
株
式
会
社

〃

Ｃ
Ｒ
キ
ャ
ッ
ツ

株
式
会
社
竹
屋

〃

Ｃ
Ｒ
に
ゃ
ん
に
ゃ
ん
ド
リ
ー
ム
Ｒ

株
式
会
社
藤
商
事

〃

Ｃ
Ｒ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
嘘
つ
か
な
い
Ｌ

Ａ

株
式
会
社
ニ
ュ
ー
ギ
ン

〃

Ｃ
Ｒ
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
嘘
つ
か
な
い
Ｌ

Ａ
２

〃

〃

Ｃ
Ｒ
・
ル
パ
ン

ザ

サ
ー
ド
Ａ

株
式
会
社
平
和

〃

Ｃ
Ｒ
・
ル
パ
ン

ザ

サ
ー
ド
Ｙ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
・
ル
パ
ン

ザ

サ
ー
ド
Ｗ

〃

〃

Ｃ
Ｒ
・
ル
パ
ン

ザ

サ
ー
ド
Ｘ
１

〃

〃

Ｃ
Ｒ
・
ル
パ
ン

ザ

サ
ー
ド
Ｚ

〃

回
胴
式
遊
技
機

モ
グ
モ
グ
フ
ウ
リ
ン
カ
ザ
ン

株
式
会
社
ネ
ッ
ト

〃

バ
ク
チ
ャ
ン

株
式
会
社
ア
リ
ス
ト
ク
ラ
ー
ト

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ

土
地

の
所

在
氏

名
住

所

安
田
文
夫
千
葉
県
八
千
代
市
米
本
１
３
５
９
番
地

米
本
団
地
３
街
区
３
３
棟
６
号



( )

公
示
に
よ
る
通
知

土
地
収
用
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
十
九
号)

第
四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

書
類
を
通
知
す
る
に
当
た
り
、
土
地
収
用
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
四
十
二
号)

第

四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
同
令
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
に

よ
る
通
知
を
行
う
。

平
成
十
四
年
十
月
二
十
五
日

青
森
県
収
用
委
員
会
会
長

平

田

由

世

一

通
知
す
べ
き
書
類
の
名
称

審
理
の
開
始
に
つ
い
て

(

通
知)

二

通
知
を
受
け
る
べ
き
者

別
紙
の
と
お
り

三

通
知
す
べ
き
書
類
の
保
管
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
監
理
課
内

四

そ
の
他

一
の
書
類
は
、
平
成
十
四
年
十
一
月
八
日
を
も
っ
て
通
知
が
あ
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
す
。

別
紙

青 森 県 報平成14年10月25日 金曜日 第2091号7
青
森
県
八
戸
市
大
字
妙
字
花
生
９

４
番

大
崎
さ
だ
子
岩
手
県
二
戸
市
石
切
所
字
中
道
１
０
番

地
１
Ｓ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ａ
Ⅰ
２
０
１
号

服
部

昇
青
森
県
八
戸
市
大
字
新
井
田
字
石
仏
１

番
地
１

赤
石
文
子
愛
知
県
名
古
屋
市
南
区
千
竈
通
１
丁
目

１
８
番
地
(ユ
ー
ス
ち
が
ま
２
０
１
号
)

青
森
県
八
戸
市
大
字
妙
字
花
生
９

５
番

安
田
文
夫
千
葉
県
八
千
代
市
米
本
１
３
５
９
番
地

米
本
団
地
３
街
区
３
３
棟
６
号

大
崎
さ
だ
子
岩
手
県
二
戸
市
石
切
所
字
中
道
１
０
番

地
１
Ｓ
Ｏ
Ｎ
Ｉ
Ａ
Ⅰ
２
０
１
号

服
部

昇
青
森
県
八
戸
市
大
字
新
井
田
字
石
仏
１

番
地
１

赤
石
文
子
愛
知
県
名
古
屋
市
南
区
千
竈
通
１
丁
目

１
８
番
地
(ユ
ー
ス
ち
が
ま
２
０
１
号
)

土
地

の
所

在
氏

名
住

所

青
森
県
八
戸
市
大
字
妙
字
花
生
９

４
番

石
橋
宏
幸
青
森
県
八
戸
市
大
字
鮫
町
字
下
松
苗
場

２
番
地
１
４

石
鉢
富
雄
青
森
県
八
戸
市
大
字
大
久
保
字
行
人
塚

２
番
地
８
７
０

�
沢
み
さ
青
森
県
八
戸
市
大
字
妙
字
花
生
４
４
番

地
１
５

中
机
と
し
青
森
県
八
戸
市
大
字
大
久
保
字
下
大
久

保
１
５
番
地
３
５

泉
山
孝
司
青
森
県
八
戸
市
大
字
新
井
田
字
市
子
林

１
７
番
地

石
橋
益
雄
青
森
県
八
戸
市
大
字
新
井
田
字
石
橋
６

番
地

石
橋

実
青
森
県
八
戸
市
大
字
大
久
保
字
大
塚
１

７
番
地
１
４
０

野
沢

仁
東
京
都
足
立
区
南
花
畑
四
丁
目
１
４
番

３
号

雫
石
優
香
東
京
都
練
馬
区
錦
２
丁
目
１
０
番
１
６
－

１
０
２
号
日
神
パ
レ
ス
上
板
橋

服
部

元
東
京
都
足
立
区
新
田
一
丁
目
１
４
番
７
－

５
０
５
号

服
部
千
春
静
岡
県
静
岡
市
新
富
町
一
丁
目
２
３
番

地
の
１
ケ
ン
ト
コ
ー
ト
三
番
町
２
０

２
号

上
田
利
男
青
森
県
八
戸
市
大
字
大
久
保
字
西
ノ
平

１
３
番
地
６

苅
部
お
り
子
埼
玉
県
春
日
部
市
緑
町
４
丁
目
２
番
４

０
号

石
橋
宏
幸
青
森
県
八
戸
市
大
字
鮫
町
字
下
松
苗
場

２
番
地
１
４

石
鉢
富
雄
青
森
県
八
戸
市
大
字
大
久
保
字
行
人
塚

２
番
地
８
７
０



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)
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森
市
長
島
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一
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一
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森

県

発
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所

・

発

行
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株
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会
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刷
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・

販

売

人
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